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１　

調
査
の
趣
旨
・
目
的

近
年
の
医
療
技
術
の
進
歩
に
よ
り
、
こ
れ

ま
で
は
治
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
疾
病
が
治

る
よ
う
に
な
る
一
方
で
、
労
働
環
境
の
変
化

に
よ
り
、
精
神
疾
患
等
の
作
業
関
連
疾
患

（
脳
・
心
臓
疾
患
、
精
神
疾
患
、
腰
痛
等
筋

骨
格
系
疾
患
、
が
ん
な
ど
）
が
増
加
し
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
り
職
場
復
帰
を
目
指
し
て
治

療
を
受
け
る
労
働
者
や
、
治
療
を
受
け
な
が

ら
就
労
す
る
労
働
者
が
増
え
て
い
る
。
作
業

関
連
疾
患
が
増
加
す
る
一
方
、
労
働
者
が
治

療
と
就
労
の
両
立
が
で
き
な
い
た
め
に
、
療

養
後
の
職
場
復
帰
を
断
念
す
る
、
あ
る
い
は
、

復
帰
後
に
就
労
を
継
続
で
き
ず
、
離
職
せ
ざ

る
を
得
な
い
状
況
に
陥
る
ケ
ー
ス
が
生
じ
て

い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

少
子
高
齢
化
の
急
速
な
進
展
に
よ
り
、
労

働
力
人
口
が
減
少
に
転
じ
る
な
か
で
、
よ
り

多
く
の
人
々
が
可
能
な
限
り
社
会
の
支
え
手

と
し
て
活
躍
で
き
る
よ
う
な
全
員
参
加
型
社

会
の
実
現
は
、
喫
緊
の
政
策
課
題
と
な
っ
て

い
る
。
当
機
構
は
、
企
業
に
お
け
る
労
働
者

の
治
療
（
私
傷
病
も
含
む
）
の
た
め
の
勤
務

条
件
制
度
の
導
入
状
況
、
相
談
体
制
等
の
支

援
状
況
、
労
働
者
の
職
場
復
帰
状
況
等
を
明

ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
労
働
者
の
離
職
防

止
及
び
職
場
復
帰
の
効
果
的
な
支
援
方
法
等

に
つ
い
て
課
題
を
把
握
す
る
た
め
、
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
。

調
査
方
法
は
、
郵
送
に
よ
る
調
査
票
の
配

布
・
回
収
。
調
査
対
象
は
、
全
国
の
常
用
労

働
者
五
〇
人
以
上
を
雇
用
し
て
い
る
企
業
二

万
社
（
農
林
漁
業
、
公
務
を
除
く
）。
民
間

の
企
業
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
母
集
団
に
、産
業
・

規
模
別
に
層
化
無
作
為
抽
出
。
調
査
期
間
は
、

二
〇
一
二
年
一
一
月
一
六
日
～
一
一
月
三
〇

日
。
有
効
回
収
数
は
五
九
〇
四
件
（
有
効
回

収
率
は
二
九
・
五
％
）
で
あ
る
。

２　

相
談
受
付
体
制

健
康
診
断
の
実
施
状
況

過
去
一
年
間
の
健
康
診
断
の
状
況
に
つ
い

て
は
、「
実
施
し
た
」
と
す
る
割
合
は
、「
定
期

健
康
診
断
」
が
九
四
・
一
％
と
も
っ
と
も
高

く
、
次
い
で
、「
人
間
ド
ッ
ク
」（
三
二
・
七
％
）、

「
が
ん
検
診
」（
二
四
・
一
％
）、「
肝
炎
ウ
イ

ル
ス
検
査
（
Ｂ
型
肝
炎
も
し
く
は
Ｃ
型
肝

炎
）」（
一
三
・
三
％
）
と
な
っ
て
い
る
（
図

表
１
）。

こ
れ
を
正
社
員
規
模
別
に
み
る
と
、「
定
期

健
康
診
断
」
を
実
施
し
た
割
合
は
、
い
ず
れ

の
規
模
も
九
割
台
で
高
い
が
、「
四
九
人
以

下
」で
も
っ
と
も
低
い
。「
人
間
ド
ッ
ク
」「
が

ん
検
診
」「
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査
」
は
、
規
模

が
大
き
く
な
る
ほ
ど
「
実
施
し
た
」
と
す
る

割
合
が
お
お
む
ね
高
く
な
る
傾
向
に
あ
る
。

次
に
、
定
期
健
康
診
断
を
実
施
し
た
企
業

の
非
正
社
員
へ
の
適
用
状
況
に
つ
い
て
、「
非

正
社
員
が
い
な

い
」
及
び
無
回

答
を
除
き
集
計

す
る
と
、「
す
べ

て
の
非
正
社
員

に
適
用
さ
れ
る
」

は
六
七
・
三
％
、

「
一
部
に
適
用

さ
れ
て
い
る
者

が
い
る
」
が
二

三
・
六
％
と
な

っ
て
お
り
、「
非

正
社
員
に
は
適

用
さ
れ
な
い
」

は
九
・
一
％
と

な
っ
て
い
る
。
こ

れ
を
非
正
社
員

規
模
別
に
み
る

と
、
非
正
社
員

に
「
す
べ
て
・

一
部
適
用
」（「
す

べ
て
の
非
正
社

員
に
適
用
さ
れ

る
」「
一
部
に
適

用
さ
れ
て
い
る

者
が
い
る
」
の

合
計
）
の
割
合
は
、

非
正
社
員
の
規

模
が
「
一
～
九

九
人
」
で
九
〇
・

図表1　過去1年間の健康診断の実施の有無(n=5904)

図表2　定期健康診断の非正社員への適用の有無

治
療
と
仕
事
と
の
両
立
の
課
題
は
「
休
職
者
の
復
帰
後
の
仕
事
の
与
え
方
、
配
置
」
が
ト
ッ
プ

「
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
、
私
傷
病
な
ど
の
治
療
と
職
業
生
活
の
両
立
支
援
に
関
す
る
調
査
」

調
査
・
解
析
部

最
近
の
調
査
結
果
か
ら

94.1

32.7

24.1

13.3

1.1

54.8

62.4

72.8

4.8

12.5

13.5

13.9
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定期健康診断

人間ドック

がん検診

肝炎ウイルス検査

実施した 実施しなかった 無回答

67.3

70.6

71.3

56.6

41.8

23.6

8.8

19.1

37.9

53.3

9.1

20.6

9.6

5.5

4.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計(n=4968)

＜非正社員規模＞

０人(n=102)

１～９９人(n=3849)

１００～２９９人(n=580)

３００人以上(n=368)

すべての非正社員に適用される 一部に適用されている者がいる 非正社員には適用されない

※�定期健康診断を実施した企業を対象に、「非正社員がいない」及び、無回答を除き集計。
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四
％
、「
一
〇
〇
～
二
九
九
人
」
で
九
四
・
五

％
、「
三
〇
〇
人
以
上
」
で
九
五
・
一
％
と
な

っ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
の
企
業
が
適
用
対
象

と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
非

正
社
員
の
規
模
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
「
一
部

に
適
用
さ
れ
て
い
る
者
が
い
る
」
と
す
る
割

合
が
高
く
な
っ
て
お
り
、
非
正
社
員
の
人
数

が
増
え
る

ほ
ど
「
す

べ
て
の
非

正
社
員
に

適
用
さ
れ

る
」
の
割

合
は
低
下

し
て
い
る
（
図
表
２
）。

相
談
受
付
方
法

調
査
で
は
、
社
員
か
ら
の
、
治
療
と
仕
事

と
の
両
立
に
関
す
る
相
談
受
付
の
方
法
に
つ

い
て
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
場
合
及
び
、
そ

の
他
の
身
体
疾
患
の
場
合
に
分
け
て
尋
ね
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
人
事
・

労
務
担
当
者
が
受
け
付
け
て
い

る
」
が
い
ず
れ
も
八
割
と
割
合
が

も
っ
と
も
高
い
。
相
談
専
用
窓
口

の
受
付
状
況
を
み
る
と
、ま
ず「
社

外
の
相
談
専
用
窓
口
で
受
け
付
け

て
い
る
」
の
割
合
は
、
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
の
場
合
が
一
七
・
九
％
、
そ
の
他
の

身
体
疾
患
の
場
合
が
一
二
・
九
％
で
あ
る
。

一
方
、「
社
内
の
相
談
専
用
窓
口
で
受
け
付
け

て
い
る
」
の
割
合
は
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の

場
合
が
一
五
・
七
％
、
そ
の
他
の
身
体
疾
患

の
場
合
が
一
三
・
二
％
と
な
っ
て
い
る
。
い

ず
れ
の
相
談
受
付
方
法
も
、
そ
の
他
の
身
体

疾
患
に
比
べ
て
メ

ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の

ほ
う
が
割
合
は
高

い
（
図
表
３
）。

相
談
の
受
付
方

法
を
産
業
別
に
み

る
と
、
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
の
場
合
、

そ
の
他
の
身
体
疾

患
の
場
合
い
ず
れ

も
、「
社
外
の
相
談

専
用
窓
口
で
受
け

付
け
て
い
る
」「
社

内
の
相
談
専
用
窓

口
で
受
け
付
け
て

い
る
」
の
割
合
は
、

「
金
融
業
、
保
険

業
」「
情
報
通
信

業
」
な
ど
で
高
く

な
っ
て
い
る
。

正
社
員
規
模
別

に
み
る
と
、
メ
ン

タ
ル
ヘ
ル
ス
の
場

合
、
そ
の
他
の
身

体
疾
患
の
場
合
と

も
に
、「
社
外
の
相

談
専
用
窓
口
で
受

け
付
け
て
い
る
」

「
社
内
の
相
談
専

用
窓
口
で
受
け
付

け
て
い
る
」
い
ず

れ
の
割
合
も
、
規
模
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
お

お
む
ね
高
く
な
っ
て
い
る
。

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
体
制

調
査
で
は
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
相
談
や

定
期
健
康
診
断
、
が
ん
検
診
、
肝
炎
ウ
イ
ル

ス
検
査
ま
た
は
人
間
ド
ッ
ク
の
後
で
の
、
異

常
の
所
見
が
出
て
い
る
社
員
に
対
す
る
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ
体
制
に
つ
い
て
尋
ね
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
会
社
人
事
部
が
主
体
と
な

っ
て
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
等
と
連
携
し
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ
し
て
い
る
」が
三
八
・
七
％
、「
健

康
保
険
組
合
な
ど
の
社
外
の
組
織
を
主
体
と

し
て
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
し
て
い
る
」が
一
二
・

七
％
、「
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
等
が
主
体
と
な

っ
て
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
し
て
い
る
」
が
九
・

四
％
と
な
っ
て
お
り
、「
特
段
に
フ
ォ
ロ
ー
ア

ッ
プ
は
し
て
い
な
い
」
は
二
七
・
一
％
と
な

っ
て
い
る
。
何
ら
か
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を

し
て
い
る
企
業
（「
会
社
人
事
部
が
主
体
と

な
っ
て
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
等
と
連
携
し
フ

ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
し
て
い
る
」「
産
業
保
健
ス
タ

ッ
フ
等
が
主
体
と
な
っ
て
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

し
て
い
る
」「
健
康
保
険
組
合
な
ど
の
社
外
の

組
織
を
主
体
と
し
て
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
し
て

い
る
」
の
合
計
）
は
六
〇
・
八
％
で
あ
る
（
図

表
４
）。

何
ら
か
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
し
て
い
る

企
業
を
対
象
に
、
主
治
医
と
の
連
携
状
況
に

つ
い
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
積
極
的
に
主
治
医

と
連
携
し
て
い
る
」
は
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

の
場
合
が
七
・
七
％
、
そ
の
他
の
身
体
疾
患

の
場
合
が
五
・
二
％
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

「
事
案
に
応
じ
て
主
治
医
と
連
携
す
る
こ
と

が
あ
る
」
は
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
場
合
が

五
九
・
九
％
、
そ
の
他
の
身
体
疾
患
の
場
合

が
五
二
・
二
％
で
あ
る
。
そ
の
他
の
身
体
疾

患
に
比
べ
て
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
ほ
う
が
、

17.9

15.7

81.3

12.9

13.2

83.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

社外の相談専用窓口で受け付けている

社内の相談専用窓口で受け付けている

人事・労務担当者が受け付けている

（ａ）メンタルヘルスの場合

（ｂ）その他の身体疾患の場合

会社人事部が主体と

なって産業保健スタッ

フ等と連携しフォロー

アップしている, 38.7

産業保健スタッフ等が

主体となってフォロー

アップしている, 9.4

健康保険組合などの社

外の組織を主体として

フォローアップしてい

る, 12.7

特段にフォローアップ

はしていない, 27.1

無回答, 12.0

何らかのフォ

ローアップをし

ている企業、

60.8

7.7

5.2

59.9

52.2

32.4

42.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（ａ）メンタルヘルスの場合（n=2081)

（ｂ）その他の身体疾患の場合(n=2219)

積極的に主治医と連携している
事案に応じて主治医と連携することがある
社員の求めがあれば、主治医と連携している

図表3　�社員からの治療と仕事の両立に関する相談受付の方法
（n=5904、複数回答、単位＝％)

図表5：主治医との連携状況

図表4　�健康診断後の異常所見が出た社員に対するフォローアップ状況
（n=5904、単位＝％)

※�「会社人事部が主体となって産業保健スタッフ等と連携しフォローアップしている」「産業保健スタッフ等が主体となってフォ
ローアップしている」「健康保険組合などの社外の組織を主体としてフォローアップしている」を回答した企業を対象に、「病気
を抱える社員がいないのでわからない」、無回答を除き集計。
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「
積
極
的
に
主
治
医
と
連
携
し
て
い
る
」「
事

案
に
応
じ
て
主
治
医
と
連
携
す
る
こ
と
が
あ

る
」
い
ず
れ
の
割
合
も
高
い
（
図
表
５
）。

こ
れ
を
産
業
別
に
み
る
と
、
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
の
場
合
、「
金
融
業
、
保
険
業
」
で
「
事

案
に
応
じ
て
主
治
医
と
連
携
す
る
こ
と
が
あ

る
」
の
割
合
が
八
八
・
九
％
と
も
っ
と
も
高

く
な
っ
て
い
る
。
正
社
員
規
模
別
に
み
る
と
、

メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
の

場
合
、
そ

の
他
の
身

体
疾
患
の

場
合
い
ず

れ
も
、
お

お
む
ね
規

模
が
大
き

く
な
る
ほ

ど
、「
事
案

に
応
じ
て

主
治
医
と
連
携
す
る
こ
と
が
あ
る
」
の
割
合

が
高
く
な
る
傾
向
に
あ
る
。

教
育
・
研
修
制
度

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
や
そ
の
他
の
身
体
疾
患

に
関
す
る
教
育
・
研
修
制
度
が
「
あ
る
」
の

は
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
場
合
が
二
八
・
四

％
、
そ
の
他
の
身
体
疾
患
の
場
合
が
一
七
・

九
％
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
他
の
身
体
疾
患

よ
り
も
、メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
ほ
う
が
教
育
・

研
修
制
度
が
「
あ
る
」
と
す
る
割
合
は
高
い

（
図
表
６
）。

こ
れ
を
産
業
別
に
み
る
と
、
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
に
つ
い
て
の
教
育
・
研
修
制
度
が
「
あ

る
」
と
す
る
割
合
は
、「
金
融
業
、
保
険
業
」

で
も
っ
と
も
高
く
、
次
い
で
「
そ
の
他
」「
情

報
通
信
業
」「
製
造
業
」
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
他
の
身
体
疾
患
に
つ
い
て
の
教
育
・
研

修
制
度
が
「
あ
る
」
と
す
る
割
合
は
、「
そ
の

他
」「
金
融
業
、保
険
業
」「
建
設
業
」「
製
造
業
」

な
ど
で
高
い
。

正
社
員
規
模
別
に
み
る
と
、
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
の
場
合
、
そ
の
他
の
身
体
疾
患
の
場
合

い
ず
れ
も
、
規
模
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
「
あ

る
」
と
す
る
割
合
は
お
お
む
ね
高
く
な
っ
て

い
る
。
と
く
に
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
場
合
、

「
あ
る
」
と
す
る
割
合
は
、「
三
〇
〇
～
九
九

九
人
」で
五
〇
・
六
％
、「
一
〇
〇
〇
人
以
上
」

で
七
七
・
五
％
と
高
い
。

３　

病
気
休
職
制
度

病
気
休
職
制
度
の
有
無

通
常
の
年
次
有
給
休
暇
以
外
で
、
連
続
し

て
一
カ
月
以
上
、
従
業
員
が
私
傷
病
時
に
利

用
で
き
る
休
暇
・
休
職
・
休
業
す
る
制
度
（
慣

行
含
む
。
労
働
災
害
に
よ
る
休
職
制
度
を
除

く
。
以
下
、「
病
気
休
職
制
度
」
と
略
）
が
あ

る
の
は
、
九
一
・
九
％
で
あ
る
（
図
表
７
）。

病
気
休
職
制
度
の
就
業
規
則
等
の
規
定
状

況
は
、
制
度
が
あ
る
企

業
（
慣
行
を
含
む
）
の

う
ち
、
七
七
・
七
％
が

「
規
定
さ
れ
て
い
る
」

と
し
て
い
る
。「
規
定

さ
れ
て
い
な
い
」（
す
な

わ
ち
、
規
定
が
な
く
慣

行
と
し
て
病
気
休
職
制

度
が
あ
る
企
業
）は
九
・

七
％
で
あ
る
。
こ
れ
を

正
社
員
規
模
別
に
み
る

と
、
規
模
が
小
さ
く
な

る
ほ
ど
「
規
定
さ
れ
て

い
な
い
」
と
す
る
割
合

が
高
く
な
っ
て
い
る

（
図
表
８
）。
ま
た
、

産
業
別
に
み
る
と
、「
規

定
さ
れ
て
い
る
」
と
す

る
割
合
が
高
い
の
は
、「
金
融
業
、
保
険
業
」

「
情
報
通
信
業
」「
そ
の
他
」「
不
動
産
業
、
物

品
賃
貸
業
」
な
ど
で
あ
る
。

休
職
期
間
の
上
限

病
気
休
職
制
度
の
休
職
期
間
の
上
限
は
、

「
六
カ
月
超
か
ら
一
年
ま
で
」
が
二
二
・
三

％
で
割
合
が
も
っ
と
も
高
く
、
次
い
で
、「
一

年
超
か
ら
一
年
六
カ
月
ま
で
」
が
一
七
・
二

％
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。「
一
年
六
カ
月
超

計
」（「
一
年
六
カ
月
超
か
ら
二
年
ま
で
」「
二

年
超
か
ら
二
年
六
カ
月
ま
で
」「
二
年
六
カ
月

超
か
ら
三
年
ま
で
」「
三
年
超
」
の
合
計
）
は

二
六
・
一
％
と
な
っ
て
い
る
。「
上
限
な
し
」

は
四
・
五
％
で
あ
る
。

正
社
員
規
模
別
に
み
る
と
、「
六
カ
月
以
下

計
」（「
三
カ
月
ま
で
」「
三
カ
月
超
か
ら
六
カ

月
ま
で
」
の
合
計
）
の
割
合
は
規
模
が
小
さ

く
な
る
ほ
ど
高
い
。「
上
限
な
し
」
の
割
合

も
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
規
模
が
小
さ
く
な
る

ほ
ど
お
お
む
ね
高
く
な
っ
て
い
る

病
気
休
職
制
度
の
規
定
の
有
無
別
に
み
る

と
、「
六
カ
月
以
下
計
」
の
割
合
は
、「
病
気
休

職
制
度
の
規
定
あ
り
」
が
二
一
・
九
％
、「
病

気
休
職
制
度
の
規
定
な
し
」
が
三
四
・
八
％

と
な
っ
て
お
り
、「
病
気
休
職
制
度
の
規
定
な

し
」
の
ほ
う
が
高
い
。
そ
の
一
方
で
、「
一
年

六
カ
月
超
計
」
は
、「
病
気
休
職
制
度
の
規
定

あ
り
」
が
三
一
・
七
％
、「
病
気
休
職
制
度
の

規
定
な
し
」が
七
・
〇
％
と
な
っ
て
お
り
、「
病

気
休
職
制
度
の
規
定
あ
り
」
の
ほ
う
が
高
い
。

「
上
限
な
し
」
の
割
合
は
、「
病
気
休
職
制
度

の
規
定
あ
り
」
が
二
・
七
％
、「
病
気
休
職
制

度
の
規
定
な
し
」
が
一
三
・
一
％
と
な
っ
て

お
り
、「
病
気
休
職
制
度
の
規
定
な
し
」
の
ほ

う
が
高
く
な
っ
て
い
る
（
図
表
９
）。

傷
病
手
当
金
、
傷
病
手
当
付
加
金（
１
）
の

受
給
勧
奨
状
況
は
、
傷
病
手
当
金
の
受
給
勧

28.4

17.9

68.3

78.5

3.3

3.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（ａ）メンタルヘルスの場合

（ｂ）その他の身体疾患の場合

ある ない 無回答

ある, 91.9

ない, 7.9

無回答, 

0.2

図表6　メンタルヘルスや私傷病などに関する教育・研修制度の有無(n=5904)

図表8　病気休職制度の就業規則等での規定状況
　　　（単位＝％）

図表7　病気休職制度(慣行を含む）の有無
　　　（n=5904、単位＝％)

n

規
定
さ
れ

て
い
る

規
定
さ
れ

て
い
な
い

無
回
答

計 5428 77.7 9.7 12.7

＜正社員規模＞

４９人以下 1122 69.9 13.1 17.0

５０～９９人 1980 74.8 11.0 14.1

１００～２９９人 1469 82.6 8.0 9.5

３００～９９９人 420 91.0 2.1 6.9

１０００人以上 128 96.1 1.6 2.3

※病気休職制度がある企業を対象に集計。



最近の調査結果から

Business Labor Trend 2013.7

33

奨
を
「
し
て
い
る
」
と
す
る
企
業
が
八
三
・

二
％
で
あ
る
。
他
方
、
傷
病
手
当
付
加
金
の

受
給
勧
奨
を
「
し
て
い
る
」
と
す
る
企
業
は

四
七
・
〇
％
で
あ
る
（
図
表
10
）。

正
社
員
規
模
別
に
み
る
と
、
規
模
が
大
き

く
な
る
ほ
ど
、
い
ず
れ
の
受
給
勧
奨
も
、
お

お
む
ね
そ
の
割
合
は
高
く
な
っ
て
い
る
。
病

気
休
職
制
度
の
規
定
の
有
無
別
に
み
る
と
、

受
給
勧
奨
を
「
し
て
い
る
」
と
す
る
割
合
は
、

い
ず
れ
も
「
病
気
休
職
制
度
の
規
定
あ
り
」

の
ほ
う
が
高
い
。

病
気
休
職
期
間
中
の
月
例
賃
金
（「
傷
病

手
当
金
」
や
「
傷
病
手
当
付
加
金
」
等
は
除

く
）
の
支
給
状
況
で
は
、「
支
給
さ
れ
な
い
」

が
七
四
・
八
％
と
な
っ
て
お
り
、「
支
給
さ
れ

る
」
は
一
八
・
一
％
で
あ
る
。
正
社
員
規
模

別
に
み
る
と
、規
模
が
大
き
く
な
る
ほ
ど「
支

給
さ
れ
る
」
の
割
合
が
お
お
む
ね
高
く
な
っ

て
い
る
（
図
表
11
）。

次
に
、
病
気
休
職
期
間
中
に
月
例
賃
金
が

「
支
給
さ
れ
る
」
と
す
る
企
業
を
対
象
に
、

支
給
さ
れ
る
月
例
賃
金
（「
傷
病
手
当
金
」

や
「
傷
病
手
当
付
加
金
」
を
除
く
）
が
休
職

前
の
月
例
賃
金（
２
）
の
何
％
で
あ
る
か
を
休

職
期
間
ご
と
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
休
職
期
間
が

長
く
な
る
ほ
ど
、「
無
給
」
の
割
合
が
お
お
む

ね
高
ま
る
傾
向
に
あ
る
。

再
発
の
場
合
の
休
職
期
間
の
通
算

病
気
休
職
制
度
を
利
用
し
、
い
っ
た
ん
職

場
復
帰
し
た
後
に
、
同
一
の
疾
病
で
の
再
発

等
に
よ
り
再
び
休
職
し
た
場
合
で
の
過
去
の

休
職
期
間
の
通
算
状
況
は
、「
復
帰
後
の
出
勤

期
間
が
一
定
期
間
内
で
あ
れ
ば
通
算
さ
れ

る
」
が
三
三
・
一
％
、「
規
定
が
な
い
た
め
ケ

ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
」
が
二
八
・
四
％
、「
通

算
さ
れ
な
い
」
が
一
七
・
六
％
、「
復
帰
後
の

出
勤
期
間
に
か
か
わ
ら
ず
同
一
の
疾
病
で
あ

れ
ば
す
べ
て
通
算
さ
れ
る
」
が
一
七
・
四
％

な
ど
と
な
っ
て
い
る
。「
通
算
規
定
あ
り
」

（「
復
帰
後
の
出
勤
期
間
が
一
定
期
間
内
で

あ
れ
ば
通
算
さ
れ
る
」「
復
帰
後
の
出
勤
期
間

に
か
か
わ
ら
ず
同
一
の
疾
病
で
あ
れ
ば
す
べ

て
通
算
さ
れ
る
」の
合
計
）の
割
合
は
五
〇
・

五
％
で
あ
る
。

こ
れ
を
正
社
員
規
模
別
に
み
る
と
、「
復
帰

後
の
出
勤
期
間
が
一
定
期
間
内
で
あ
れ
ば
通

算
さ
れ
る
」
と
す
る
割
合
は
規
模
が
大
き
く

な
る
ほ
ど
高
く
な
る
一
方
で
、
規
模
が
小
さ

く
な
る
ほ
ど
「
規
定
が
な
い
た
め
ケ
ー
ス
・

バ
イ
・
ケ
ー
ス
」「
通
算
さ
れ
な
い
」
の
割
合

は
高
く
な
っ
て
い
る
。
休
職
期
間
の
上
限
別

に
み
る
と
、
休
職
期
間
の
上
限
が
長
い
ほ
ど
、

「
通
算
規
定
あ
り
」
の
割
合
が
お
お
む
ね
高

く
な
る
（
図
表
12
）。

「
復
帰
後
の
出
勤
期
間
が
一
定
期
間
内
で

あ
れ
ば
通
算
さ
れ
る
」
場
合
の
一
定
期
間
で

は
、「
六
カ
月
」
が
二
三
・
二
％
と
割
合
が
も

っ
と
も
高
く
、
次
い
で
、「
三
カ
月
」「
一
カ
月

未
満
」
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。「
三
カ
月
以

下
」（「
一
カ
月
未
満
」「
一
カ
月
」「
二
カ
月
」

「
三
カ
月
」
の
合
計
）
は
五
一
・
九
％
と
約

※��病気休暇制度がある企業を対象に集計。「6ヵ月以下計」は「3ヵ月まで」「3ヵ月超から 6ヵ月まで」の合計。「1年 6ヵ月超計」
は「1年 6ヵ月超から 2年まで」「2年超から 2年 6ヵ月まで」「2年 6ヵ月超から 3年まで」「3年超」の合計。

※病気休暇制度がある企業を対象に集計。

※病気休職制度がある企業を対象に集計。月例賃金には傷病手当金や傷病手当付加金などは除く。

n

３

月
ま
で

３

月
超
か
ら

６

月
ま
で

６

月
超
か
ら
１

年
ま
で

１
年
超
か
ら
１
年

６

月
ま
で

１
年
６

月
超
か

ら
２
年
ま
で

２
年
超
か
ら
２
年

６

月
ま
で

２
年
６

月
超
か

ら
３
年
ま
で

３
年
超

上
限
な
し

無
回
答

6

月
以
下
計

1
年
6

月
超
計

計 5428 9.6 13.3 22.3 17.2 12.6 4.1 8.0 1.4 4.5 7.0 22.9 26.1

＜正社員規模＞

４９人以下 1122 14.6 15.0 21.0 12.2 9.4 2.6 6.5 1.6 6.4 10.6 29.6 20.1

５０～９９人 1980 11.5 14.7 23.6 16.6 11.1 2.8 5.9 0.9 5.6 7.3 26.2 20.7

１００～２９９人 1469 6.1 12.0 22.7 21.8 14.4 5.0 8.8 1.4 3.2 4.7 18.1 29.6

３００～９９９人 420 3.1 8.8 17.4 20.7 19.0 9.5 16.2 2.4 0.5 2.4 11.9 47.1

１０００人以上 128 0.8 1.6 10.9 17.2 28.9 10.9 20.3 6.3 1.6 1.6 2.4 66.4

＜病気休暇制度の規定の有無＞

病気休職制度の規定あり 4215 8.4 13.5 24.1 18.6 14.8 5.1 10.0 1.8 2.7 1.1 21.9 31.7

病気休職制度の規定なし 525 17.7 17.1 16.4 16.0 5.1 0.2 1.5 0.2 13.1 12.6 34.8 7.0

図表9　病気休職制度の休職期間の上限（単位＝％）

図表10　傷病手当金・傷病手当付加金の受給勧奨状況(n=5428)

83.2

47.0

4.8

12.5

10.2

32.9

1.8

7.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

傷病手当金の受給勧奨

傷病手当付加金等の受給勧奨

受給勧奨している 受給勧奨していない 前例がないのでわからない 無回答

18.1

17.9

16.2

18.5

25.2

38.3

74.8

72.2

77.2

76.2

70.7

59.4

7.1

9.9

6.6

5.3

4.0

2.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計(n=5428)

＜正社員規模＞

４９人以下(n=1122)

５０～９９人(n=1980)

１００～２９９人(n=1469)

３００～９９９人(n=420)

１０００人以上(n=128)

支給される 支給されない 無回答

図表11　病気休職期間中の月例賃金の支給の有無
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半
数
を
占
め
る
（
図
表
13
）。

非
正
社
員
へ
の
適
用

病
気
休
職
制
度
が
あ
る
企
業
の
う
ち
、
病

気
休
職
制
度
の
非
正
社
員
へ
の
適
用
状
況
は
、

「
非
正
社
員
に
は
適
用
さ
れ
な
い
」が
四
八
・

五
％
と
も
っ
と
も
高
く
、「
す
べ
て
の
非
正
社

員
に
適
用
さ
れ
る
」
が
三
一
・
一
％
、「
一
部

に
適
用
さ
れ
て
い
る
者
が
い
る
」
が
一
四
・

五
％
と
な
っ
て
い
る
。
非
正
社
員
規
模
別
に

み
る
と
、
規
模
が
小
さ
い
ほ
ど
、「
す
べ
て
の

非
正
社
員
に
適
用
さ
れ
る
」
の
割
合
が
お
お

む
ね
高
い
一
方
で
、
規
模
が
大
き
く
な
る
ほ

ど
「
一
部
に
適
用
さ
れ
る
者
が
い
る
」
の
割

合
が
高
く
な
る
（
図
表
14
）。

ま
た
、
調
査
で
は
、
病
気
休
職
制
度
の
非

正
社
員
へ
の
適
用
で
「
一
部
に
適
用
さ
れ
て

い
る
者
が
い
る
」
と
す
る
企
業
を
対
象
に
そ

の
適
用
基
準
を
尋
ね
て
い
る
が
、
適
用
基
準

で
は
「
就
業
形
態
」
が
五
九
・
九
％
と
も
っ

と
も
多
く
、
次
い
で
、「
労
働
時
間
」（
九
・
八

％
）、「
勤
続
年
数
」（
九
・
〇
％
）
な
ど
と
な

っ
て
い
る
。「
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
で

あ
り
基
準
は
な
い
」
も
一
七
・
七
％
あ
っ
た

（
図
表
15
）。

４　

職
場
復
帰
に
か
か
わ
る
制
度

復
職
後
の
配
置

病
気
休
職
制
度
が
あ
る
企
業
の
う
ち
、
メ

ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
や
そ
の
他
の
身
体
疾
患
に
対

す
る
「
復
職
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
が
「
あ
る
」

と
し
て
い
る
の
は
、
一
一
・
五
％
で
あ
る
。

正
社
員
規
模
別
に
み
る
と
、「
あ
る
」
と
す
る

割
合
は
、
規
模
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
高
く
、

n

通

算

さ

れ

な

い

復

帰

後

の

出

勤

期

間

に

か

か

わ

ら

ず

同

一

の

疾

病

で

あ

れ

ば

す

べ

て

通

算

さ

れ

る

復

帰

後

の

出

勤

期

間

が

一

定

期

間

内

で

あ

れ

ば

通

算

さ

れ

る

規

定

が

な

い

た

め

ケ

ス

・

バ

イ

・

ケ

ス

無

回

答

通

算

規

定

あ

り

5.054.34.821.334.716.718245計

＜正社員規模＞

6.733.59.732.324.413.912211下以人９４

4.546.35.331.823.715.710891人９９～０５

6.855.29.124.932.910.719641人９９２～００１

9.277.15.96.353.910.61024人９９９～００３

2.580.09.31.171.419.01821上以人０００１

＜休職期間の上限＞

0.339.13.248.312.918.22225でま月ヵ３

３ヵ月超から６ヵ月まで 720 18.9 17.9 25.4 36.7 1.1 43.3

６ヵ月超から１年まで 1208 17.8 18.5 33.1 29.3 1.3 51.6

１年超から１年６ヵ月まで 935 18.1 20.6 39.8 19.6 1.9 60.4

１年６ヵ月超から２年まで 682 15.7 17.0 44.7 21.7 0.9 61.7

２年超から２年６ヵ月まで 223 10.8 18.4 54.7 15.2 0.9 73.1

２年６ヵ月超から３年まで 436 15.8 15.1 53.0 14.9 1.1 68.1

5.080.03.418.867.112.577超年３

3.419.22.157.56.86.13442しな限上

15.5 14.3 5.6 16.5 

2.9 

23.2 

2.1 

14.1 

3.4 

2.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１ヵ月未満 １ヵ月 ２ヵ月 ３ヵ月 ４～６ヵ月未満 ６ヵ月 ７ヵ月～１年未満 １年 １年超 無回答

n

す
べ
て
の
非
正

社
員
に
適
用
さ

れ
る

一
部
に
適
用
さ

れ
て
い
る
者
が

い
る

非
正
社
員
に
は

適
用
さ
れ
な
い

無
回
答

す
べ
て
・
一
部

合
計

6.548.55.845.411.138245計

＜産業＞

4.834.72.456.018.72763業設建

5.745.51.746.019.632951業造製

1.347.32.359.712.52812業信通報情

1.53515業便郵、業輸運 12.4 43.5 8.9 47.5

5.92609業売小、業売卸 15.2 49.9 5.4 44.7

4.0245業険保、業融金 22.2 55.6 1.9 42.6

不動産業、物品賃貸業 72 27.8 15.3 55.6 1.4 43.1

6.647.58.747.819.728061業スビーサ

7.534.78.659.818.6159他のそ

＜非正社員規模＞

4.525.422.050.34.22275人０

0.848.32.845.415.339363人９９～１

8.82255人９９２～００１ 22.6 46.4 2.2 51.4

0.058.02.943.427.52853上以人００３

59.9

9.8

9.0

2.9

3.4

17.7

0 10 20 30 40 50 60 70

就業形態（契約社員、パートタイマー等）

労働時間

勤続年数

職種（販売職、製造技能工等）

その他

ケース・バイ・ケースであり基準はない

図表12　�職場復帰後、同一疾病での再発等による再休職した場合の過去の休職期間の通算
状況（単位＝％）

※�病気休暇制度がある企業を対象に集計。「通算規定あり」は「復帰後の出勤期間が一定期間内であれば通算される」
「復帰後の出勤期間にかかわらず同一の疾病であればすべて通算される」の合計。

図表13　�通算する場合の一定期間（通算されなくなるまでの期間）（単位＝％）
(n=1798)

※�病気休職制度がある企業のうち、再発の場合の通算規定で「復帰後の出勤期間が一定期間内であれば通算される」
を回答した企業を対象に集計。

図表14　病気休職制度の非正社員への適用状況（単位＝％）

※病気休暇制度がある企業を対象に集計。

図表15　病気休職制度の非正社員への適用基準（複数回答、単位＝％）(n=789)

※病気休職制度が非正社員の「一部に適用されている者がいる」と回答した企業を対象に集計。
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と
く
に
一
〇
〇
〇
人
以
上
規
模
で
は
五
六
・

三
％
が
「
あ
る
」
と
し
て
い
る
（
図
表
16
）。

な
お
、
産
業
別
に
み
る
と
、
復
職
支
援
プ
ロ

グ
ラ
ム
が
「
あ
る
」
と
す
る
割
合
が
高
い
の

は
、「
金
融
業
、
保
険
業
」「
情
報
通
信
業
」
な

ど
で
あ
る
。

復
職
に
当
た
っ
て
、
短
時
間
勤
務
な
ど
慣

ら
し
運
転
的
に
復
職
を
始
め
る
「
試
し
出
勤

制
度
（
リ
ハ
ビ
リ
出
社
等
）」
に
つ
い
て
は
、

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
場
合
、「
原
則
と
し
て
試

し
出
勤
を
行
っ
て
い
る
」が
三
〇
・
〇
％
、「
試

し
出
勤
を
認
め
る
こ
と
が
あ
る
」
が
四
六
・

八
％
と
な
っ
て
い
る
一
方
で
、「
原
則
と
し
て
、

試
し
出
勤
を
認
め
て
い
な
い
」
は
二
三
・
二

％
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
の
身
体
疾
患
の

場
合
、「
原
則
と
し
て
試
し
出
勤
を
行
っ
て
い

る
」
が
二
〇
・
〇
％
、「
試
し
出
勤
を
認
め
る

こ
と
が
あ
る
」
が
五
二
・
一
％
と
な
っ
て
い

る
一
方
で
、「
原
則
と
し
て
、
試
し
出
勤
を
認

め
て
い
な
い
」
は
二
七
・
九
％
と
な
っ
て
い

る
。「
原
則
と
し
て
試
し
出
勤
を
行
っ
て
い

る
」
の
割
合
は
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
場
合

の
ほ
う
が
高
い
（
図
表
17
）。

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
場
合
に
つ
い
て
産
業

別
に
み
る
と
、「
原
則
と
し
て
試
し
出
勤
を
行

っ
て
い
る
」
の
割
合
が
高
い
の
は
「
金
融
業
、

保
険
業
」「
情
報
通
信
業
」
な
ど
で
あ
る
。
ま

た
、
正
社
員
規
模
別
に
み
る
と
、
規
模
が
大

き
く
な
る
ほ
ど
、「
原
則
と
し
て
試
し
出
勤
を

行
っ
て
い
る
」
の
割
合
が
高
く
な
る
傾
向
に

あ
る
。

復
職
後
、
治
療
や
再
発
の
状
態
に
合
わ
せ

て
、
職
場
復
帰
者
を
負
担
の
少
な
い
職
場
に

配
置
転
換
す
る
こ
と
が
あ
る
か
（
復
帰
後
の

配
置
転
換
方
針
）
に
つ
い

て
は
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

の
場
合
、「
配
置
転
換
を
す

る
こ
と
が
よ
く
あ
る
」
が

四
七
・
四
％
と
も
っ
と
も

高
く
、
次
い
で
、「
配
置
転

換
を
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
な
い
」「
現
職
復
帰
が
原

則
で
配
置
転
換
は
し
な

い
」
と
な
っ
て
い
る
。
一

方
、
そ
の
他
の
身
体
疾
患

の
場
合
、「
配
置
転
換
を
す

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

い
」
が
四
五
・
六
％
で
も

っ
と
も
高
く
、
次
い
で
、

「
配
置
転
換
を
す
る
こ
と

が
よ
く
あ
る
」「
現
職
復
帰

が
原
則
で
配
置
転
換
は
し

な
い
」
と
な
っ
て
お
り
、

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
ほ
う

が
、「
配
置
転
換
を
す
る
こ

と
が
よ
く
あ
る
」
と
す
る

割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る

（
図
表
18
）。

こ
れ
を
産
業
別
に
み
る

と
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の

場
合
、「
現
職
復
帰
が
原
則

で
配
置
転
換
は
し
な
い
」

の
割
合
が
高
い
の
は
「
運

輸
業
、郵
便
業
」「
建
設
業
」

な
ど
で
あ
り
、「
配
置
転
換
を
す
る
こ
と
が
よ

く
あ
る
」
の
割
合
が
高
い
の
は
、「
金
融
業
、

保
険
業
」「
不
動
産
業
、
物
品
賃
貸
業
」
な
ど

で
あ
る
。
一
方
、
そ
の
他
の
身
体
疾
患
の
場

合
、「
現
職
復
帰
が
原
則
で
配
置
転
換
は
し
な

い
」
の
割
合
が
高
い
の
は
「
運
輸
業
、
郵
便

業
」「
建
設
業
」
な
ど
で
あ
り
、「
配
置
転
換
を

す
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
」
の
割
合
が
高
い
の

は
、「
金
融
業
、
保
険
業
」「
そ
の
他
」「
不
動
産

業
、
物
品
賃
貸
業
」「
製
造
業
」
な
ど
で
あ
る
。

正
社
員
規
模
別
に
み
る
と
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
の
場
合
、
そ
の
他
の
身
体
疾
患
の
場
合
い

ず
れ
も
、
規
模
が
小
さ
く
な
る
ほ
ど
「
現
職

復
帰
が
原
則
で
配
置
転
換
は
し
な
い
」
の
割

合
が
お
お
む
ね
高
く
な
る
傾
向
に
あ
る
。

５　

病
気
休
職
制
度
の
利
用
状
況

休
職
者
人
数

調
査
で
は
、
現
在
（
調
査
時
点
）
の
病
気

休
職
制
度
を
利
用
し
た
休
職
者
人
数
（
疾
病

別
内
訳
を
含
む
）
を
尋
ね
て
い
る
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
現
在
の
休
職
者
人
数
（
合
計
）
の

平
均
値
は
〇
・
七
四
人
と
な
っ
て
い
る
。
分

布
を
み
る
と
、｢

〇
人｣

が
六
三
・
二
％
と

も
っ
と
も
割
合
が
高
く
、
次
い
で
「
一
人
」

が
一
六
・
五
％
、「
二
人
」
が
六
・
四
％
と
な

っ
て
い
る
。「
一
人
以
上
計
」（
休
職
者
が
い

る
企
業
）
は
二
八
・
四
％
と
な
っ
て
い
る
。

疾
病
別
の
内
訳
人
数
を
み
る
と
、
平
均
値
は
、

「
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
」（
〇
・
三
七
人
）
が
も

っ
と
も
高
く
、
次
い
で
、「
そ
の
他
の
身
体
疾

患
」（
〇
・
一
八
人
）、「
が
ん
」（
〇
・
〇
九
人
）

な
ど
と
な
っ
て
い
る
（
図
表
19
）。

現
在
（
調
査
時
点
）
の
休
職
者
人
数
を
正

社
員
人
数
で
除
し
た
対
正
社
員
比
は
〇
・
五

一
％
で
あ
る
。
対
正
社
員
比
の
平
均
値
を
産

業
別
に
み
る
と
、「
運
輸
業
、郵
便
業
」
が
〇
・

n
あ
る

な
い

無
回
答

9.96.875.118245計

＜正社員規模＞

４９人以下 1122 5.8 81.3 12.9

５０～９９人 1980 6.6 82.7 10.8

１００～２９９人 1469 14.0 78.5 7.6

３００～９９９人 420 29.0 64.3 6.7

１０００人以上 128 56.3 35.9 7.8

図表16　�メンタルヘルスや私傷病に対する「復職支援プログ
ラム」の有無（単位＝％）

※病気休職制度がある企業を対象に集計。

30.0

20.0

46.8

52.1

23.2

27.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（ａ）メンタルヘルスの場合(n=3122)

（ｂ）その他の身体疾患の場合(n=3477)

原則として試し出勤を行っている 試し出勤を認めることがある 原則として、試し出勤を認めていない

図表17　復職に当たっての試し出勤制度の有無

※病気休職制度がある企業を対象に、各項目につき、「休職者がいないためわからない」及び無回答を除き集計。

47.4

33.6

36.8

45.6

15.8

20.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（ａ）メンタルヘルスの場合(n=2888)

（ｂ）その他の身体疾患の場合(n=3298)

配置転換をすることがよくある 配置転換をすることはほとんどない 現職復帰が原則で配置転換はしない

図表18　復職後の治療・再発の状態にあわせた配置転換の有無

※病気休職制度がある企業を対象に、各項目につき、「休職者がいないためわからない」及び無回答を除き集計。



最近の調査結果から

Business Labor Trend 2013.7

36

七
三
％
で
も
っ
と
も
高
く
、
次
い
で
「
サ
ー

ビ
ス
業
」（
〇
・
六
九
％
）、「
情
報
通
信
業
」

（
〇
・
五
六
％
）
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
正

社
員
規
模
別
に
み
る
と
、「
四
九
人
以
下
」
が

〇
・
八
五
％
で
も
っ
と
も
高
い
が
、
五
〇
人

以
上
の
規
模
で
は
、「
五
〇
～
九
九
人
」が
〇
・

四
五
％
、「
一
〇
〇
～
二
九
九
人
」
が
〇
・
四

〇
％
、「
三
〇
〇
～
九
九
九
人
」
が
〇
・
四
一

％
、「
一
〇
〇
〇
人
以
上
」
が
〇
・
四
二
％
と

な
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
〇
・
四
％
台
と
な

っ
て
い
る
。

過
去
三
年
間
の
病
気
休
職
制
度
を
利
用
し

た
休
職
者
人
数
（
新
規
利
用
人
数
）
の
平
均

値
は
二･

八
八
人
で
あ
る
。
分
布
を
み
る
と
、

休
職
者
「
〇
人
」
は
三
九
・
五
％
で
あ
り
、

休
職
者
一
人
以
上
の
割
合
（
す
な
わ
ち
休
職

者
が
い
る
企
業
割
合
）
は
五
二
・
〇
％
と
な

っ
て
い
る
。
他
方
、
非
正
社
員
の
休
職
者
人

数
の
平
均
値
は
〇
・
三
八
人
で
あ
る（
３
）。

分
布
を
み
る
と
、
非
正
社
員
の
休
職
者
「
〇

人
」
の
割
合
は
七
九
・
九
％
と
な
っ
て
お
り
、

休
職
者
一
人
以
上
の
割
合
（
非
正
社
員
の
休

職
者
が
い
る
企
業
割
合
）
は
一
〇
・
八
％
と

な
っ
て
い
る
（
図
表
20
）。

６　

退
職
・
復
職
の

状
況
と
疾
病
対
策

復
帰
後
の
再
発
状
況

病
気
休
職
制
度
の
取
得

を
経
て
復
帰
し
た
社
員
の

再
発
の
繰
り
返
し
の
状
況

は
、「
ほ
と
ん
ど
再
発
は
な

い
」
と
す
る
割
合
が
、
メ

ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
場
合
で

四
七
・
一
％
、
そ
の
他
の

身
体
疾
患
の
場
合
で
七

九
・
三
％
と
な
っ
て
お
り
、

そ
の
他
の
身
体
疾
患
の
場

合
の
ほ
う
が
高
い
。「
半

分
以
上
が
再
発
」（「
ほ
と

ん
ど
（
九
割
）
が
再
発
を

繰
り
返
し
て
い
る
」「
七
～

八
割
程
度
が
再
発
を
繰
り

返
し
て
い
る
」「
半
分
程
度

が
再
発
を
繰
り
返
し
て
い

る
」
の
合
計
）
は
、
メ
ン

タ
ル
ヘ
ル
ス
の
場
合
で
三

二
・
四
％
と
な
っ
て
い
る

（
図
表
21
）。

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
場

合
に
つ
い
て
、
産
業
別
に

み
る
と
、「
半
分
以
上
が
再

発
」
と
す
る
割
合
は
、「
不

動
産
業
、
物
品
賃
貸
業
」

で
六
六
・
七
％
と
高
く
、

次
い
で
、「
情
報
通
信
業
」

n
０

人

１

人

２

人

３

４

人

５

９

人

１

０

人

以

上

無

回

答

1

人

以

上

計

休

職

者

あ

り

n

平

均

人

標

準

偏

差

5428 63.2 16.5 6.4 3.1 1.6 0.8 8.4 28.4 4970 0.74 2.67

（ａ）メンタルヘルス 5428 75.1 10.4 3.3 1.5 0.8 0.4 8.4 16.4 4970 0.37 1.59

24.090.007943.64.80.01.02.08.02.52.588245んが）ｂ（

（ｃ）Ｂ型肝炎もしくはＣ型肝炎 5428 91.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 0.2 4970 0.00 0.06

94.040.007948.24.80.00.01.02.05.27.888245患疾管血脳）ｄ（

31.010.007949.04.80.00.00.00.09.06.098245患疾心）ｅ（

（ｆ）糖尿病・高血圧等の生活習慣病 5428 90.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 1.0 4970 0.01 0.11

41.020.007947.14.80.00.00.00.07.19.988245病難）ｇ（

（ｈ）その他の身体疾患 5428 82.1 7.0 1.3 0.8 0.2 0.1 8.4 9.4 4970 0.18 1.23

値均平数人者職休の在現

休職者人数・計

疾

病

別

の

内

訳

人

数

図表19　病気休職制度の現在の休職者人数（単位＝％）

※病気休暇制度がある企業を対象に集計。

16.5 12.2 11.2 12.1

1 6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

社員全体

（平均値2.88人、標準偏差11.63)

79.9

5.9
2.1 1.2

1.6

9.2
そのうち、非正社員

（平均値0.38人、標準偏差2.41)

０人 １人 ２人 ３～４人 ５人以上 無回答

8.439.5

図表20　過去3年間の病気休暇制度の休職者人数（新規利用人数）（n＝5428)

※�病気休職制度がある企業を対象に集計。非正社員の場合、休職者がそもそもいない場合、また、非正社員の休職者が「い
ない」場合を「0」として置き換えて集計。

11.2

3.2

6.9

1.4

14.3

4.4

20.6

11.6

47.1

79.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（ａ）メンタルヘルスの場合

(n=2447)

（ｂ）その他の身体疾患の場合

(n=2924)

ほとんど（９割）が再発を繰り返している ７～８割程度が再発を繰り返している 半分程度が再発を繰り返している ２～３割が再発を繰り返している ほとんど再発はない

図表21　復帰後の再発の繰り返しの状況

※病気休職制度がある企業を対象に、各項目につき、「休職者がいないためわからない」及び無回答を除き集計。

n

ほ
と
ん
ど
の
者
が
元
の

職
場
に
復
帰
し
て
い
る

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
元

の
職
場
に
復
帰
す
る
者

が
多
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
別

の
職
場
に
移
る
者
が
多

い ほ
と
ん
ど
の
者
が
別
の

職
場
に
移

て
い
る

異
動
す
る
者
が
い
る
計

n

ほ
と
ん
ど
の
者
が
元
の

職
場
に
復
帰
し
て
い
る

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
元

の
職
場
に
復
帰
す
る
者

が
多
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
別

の
職
場
に
移
る
者
が
多

い ほ
と
ん
ど
の
者
が
別
の

職
場
に
移

て
い
る

異
動
す
る
者
が
い
る
計

3.82.21.62.925.2627039.520.78.810.231.246752計

＜復帰後の再発状況＞

ほとんど（９割）が再発を繰り返している 259 39.8 25.1 23.6 11.6 35.1 90 55.6 24.4 13.3 6.7 20.0

７～８割程度が再発を繰り返している 168 34.5 34.5 20.2 10.7 31.0 41 46.3 34.1 12.2 7.3 19.5

半分程度が再発を繰り返している 346 37.9 35.3 22.0 4.9 26.9 127 44.9 40.9 11.8 2.4 14.2

２～３割が再発を繰り返している 500 32.4 42.8 19.4 5.4 24.8 339 49.0 40.1 9.4 1.5 10.9

5.60.26.44.721.6648220.327.63.615.724.949211いなは発再どんとほ

合場の患疾体身の他のそ）ｂ（合場のスルヘルタンメ）ａ（

図表22　病気休職から復帰後の現職復帰の状況（単位＝％）

※�病気休職制度がある企業を対象に、各項目につき、「休職者がいないためわからない」及び無回答を除き集計。「異動する者がいる計」
は、「ほとんどの者が別の職場に移っている」「どちらかというと別の職場に移る者が多い」の合計。
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（
三
七
・
〇
％
）、「
金
融
業
、保
険
業
」（
三
六
・

八
％
）
な
ど
も
高
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
場
合
、
正
社
員
規
模
別

に
み
る
と
、
規
模
が
小
さ
く
な
る
ほ
ど
「
ほ

と
ん
ど
再
発
は
な
い
」
の
割
合
が
高
く
な
っ

て
お
り
、「
ほ
と
ん
ど
（
九
割
）
が
再
発
を
繰

り
返
し
て
い
る
」
の
割
合
も
高
く
な
っ
て
い

る
。
そ
の
一
方
で
、「
二
～
三
割
が
再
発
を
繰

り
返
し
て
い
る
」「
半
分
程
度
が
再
発
を
繰
り

返
し
て
い
る
」
の
割
合
は
、
規
模
が
大
き
く

な
る
ほ
ど
お
お
む
ね
高
く
な
っ
て
い
る
。

次
に
、
病
気
休
職
制
度
の
取
得
を
経
て
復

帰
し
た
社
員
の
復
職
後
の
元
の
職
場
へ
の
復

帰
状
況
（
現
職
復
帰
の
状
況
）
は
、「
元
の
職

場
に
復
帰
す
る
者
が
多
い
」（「
ほ
と
ん
ど
の

者
が
元
の
職
場
に
復
帰
し
て
い
る
」「
ど
ち
ら

か
と
い
う
と
元
の
職
場
に
復
帰
す
る
者
が
多

い
」
の
合
計
）
が
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
場

合
で
七
四
・
一
％
、
そ
の
他
の
身
体
疾
患
の

場
合
で
九
一
・
七
％
と
な
っ
て
い
る
。

復
帰
後
の
再
発
状
況
別
に
み
る
と
、
メ
ン

タ
ル
ヘ
ル
ス
の
場
合
、
そ
の
他
の
身
体
疾
患

の
場
合
い
ず
れ
も
、
再
発
を
繰
り
返
す
割
合

が
高
ま
る
ほ
ど
、「
異
動
す
る
者
が
い
る
」

（「
ほ
と
ん
ど
の
者
が
別
の
職
場
に
移
っ
て

い
る
」「
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
別
の
職
場
に
移

る
者
が
多
い
」）
の
割
合
は
高
く
な
っ
て
い

る
（
図
表
22
）。

産
業
別
に
み
る
と
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の

場
合
、「
異
動
す
る
者
が
い
る
」
の
割
合
は
、

「
金
融
業
、
保
険
業
」「
卸
売
業
、
小
売
業
」

「
情
報
通
信
業
」
な
ど
で
高
い
。
逆
に
「
ほ

と
ん
ど
の
者
が
元
の
職
場
に
復
帰
し
て
い

る
」
と
す
る
割
合
が
高
い
の
は
「
そ
の
他
」

「
運
輸
業
、
郵
便
業
」「
建
設
業
」
な
ど
で
あ

る
。
正
社
員
規
模
別
に
み
る
と
、
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
の
場
合
、
そ
の
他
の
身
体
疾
患
の
場

合
い
ず
れ
も
、規
模
が
小
さ
く
な
る
ほ
ど「
ほ

と
ん
ど
の
者
が
元
の
職
場
に
復
帰
し
て
い

る
」
の
割
合
が
お
お
む
ね
高
く
な
っ
て
い
る
。

復
職
・
退
職
の
状
況

過
去
三
年
間
に
お
け
る
病
気
休
職
制
度
の

新
規
利
用
者
人
数
に
占
め
る
復
職
者
人
数
の

比
率
（
＝
過
去
三
年
間
の
復
職
者
人
数
／
病

気
休
職
制
度
の
新
規
利
用
人
数
×
一
〇
〇
。

以
下
、「
復
職
率
」
と
略
）
は
、
平
均
値
が
五

一
・
九
％
と
な
っ
て
い
る
。

各
疾
病
別
に
復
職
率
の
平
均
値
を
み
る
と
、

復
職
率
が
も
っ
と
も
高
い
の
は
「
そ
の
他
の

身
体
疾
患
」（
六
六
・
五
％
）
で
あ
り
、
次
い

で
、「
心
疾
患
」（
六
五
・
六
％
）、「
糖
尿
病
・

高
血
圧
等
の
生
活
習
慣
病
」（
五
七
・
一
％
）、

「
Ｂ
型
肝
炎
も
し
く
は
Ｃ
型
肝
炎
」（
五
六
・

七
％
）、「
難
病
」（
五
〇
・
八
％
）、「
が
ん
」（
四

七
・
五
％
）、「
脳
血
管
疾
患
」（
四
六
・
四
％
）、

「
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
」（
四
五
・
九
％
）
な
ど

と
な
っ
て
い
る
。

逆
に
、
過
去
三
年
間
に
お
け
る
病
気
休
職

制
度
の
新
規
利
用
者
人
数
に
占
め
る
退
職
者

人
数
の
比
率
（
＝
退
職
者
人
数
／
過
去
三
年

間
の
病
気
休
職
制
度
の
新
規
利
用
人
数
×
一

〇
〇
。
以
下
、「
退
職
率
」
と
略
）（
４
）
は
、

平
均
値
が
三
七
・
八
％
と
な
っ
て
い
る
。

各
疾
病
別
に
退
職
率
の
平
均
値
を
み
る
と
、

「
が
ん
」（
四
二
・
七
％
）
が
も
っ
と
も
高
く
、

次
い
で
、「
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
」（
四
二
・
三
％
）、

「
脳
血
管
疾
患
」（
四
一
・
六
％
）
な
ど
と
な

っ
て
い
る
。
逆
に
平
均
値
が
低
い
も
の
を
み

る
と
、「
そ
の
他
の
身
体
疾
患
」（
二
四
・
九
％
）

が
も
っ
と
も
低
く
、
次
い
で
、「
心
疾
患
」「
難

病
」「
糖
尿
病
・
高
血
圧
等
の
生
活
習
慣
病
」

「
Ｂ
型
肝
炎
も
し
く
は
Ｃ
型
肝
炎
」
な
ど
と

な
っ
て
い
る
（
図
表
23
）。

な
お
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
退
職
率
に
つ

い
て
、
再
発
の
状
況
別
に
み
る
と
、
再
発
の

割
合
が
高
く
な
る
ほ
ど
、
退
職
率
が
高
く
な

る
傾
向
に
あ
る
（
図
表
24
）。

継
続
就
業
状
況

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
や
そ
の
他
の
身
体
疾
患

に
罹
患
し
た
者
が
い
た
場
合
の
継
続
就
業
の

状
況
の
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
、「
当
該
疾
病
者

を
把
握
し
て
い
な
い
の
で
わ
か
ら
な
い
」
及

び
無
回
答
（
非
正
社
員
の
場
合
、「
非
正
社
員

が
い
な
い
」
含
む
）
を
除
き
集
計
す
る
と
、

正
社
員
の
場
合
、「
退
職
・
計
」（「
休
職
期
間

中
（
も
し
く
は
復
職
直
後
）
に
退
職
し
て
い

n

０
％

０
％
超

２

０
％
以
下

２
０
％
超

４
０
％
以
下

４
０
％
超

６
０
％
以
下

６
０
％
超

８
０
％
以
下

８
０
％
超

１
０
０
％

平
均
値

％
標
準
偏
差

2827 38.3 5.4 14.1 15.3 6.2 20.6 37.8 38.3

（ａ）メンタルヘルス 1792 38.8 3.6 11.6 12.7 5.4 28.0 42.3 41.4

849んが）ｂ（ 48.6 1.3 3.4 9.0 2.6 35.1 42.7 45.6

（ｃ）Ｂ型肝炎もしくはＣ型肝炎 60 63.3 0.0 0.0 1.7 0.0 35.0 35.8 47.5

614患疾管血脳）ｄ（ 52.6 0.5 3.4 4.8 1.7 37.0 41.6 46.9

842患疾心）ｅ（ 67.3 0.0 2.0 4.4 1.6 24.6 28.6 43.0

（ｆ）糖尿病・高血圧等の生活習慣病 215 60.5 1.4 1.9 4.7 0.9 30.7 34.5 45.5

942病難）ｇ（ 63.1 0.8 1.2 3.6 0.4 30.9 33.5 45.7

（ｈ）その他の身体疾患 1188 63.2 4.2 6.0 7.1 1.9 17.7 24.9 38.5

退職者比率・計

疾
病
別
の
内
訳
人
数

図表23　過去３年間での病気休職制度利用者の退職率（単位＝％）

※病気休職制度がある企業で過去 3年間に病気休職の新規利用がある企業を対象に、新規利用人数に占める退職者数の比率を算出。
　�調査票上、病気による退職と定年等雇用契約期間の終了による退職とを分けていないため、退職には、定年等雇用契約期間の終
了による退職が含まれる可能性があることに留意。

38.8

27.6

25.6

34.3

31.3

55.7

3.6

1.0

3.1

5.6

9.7

1.4

11.6

7.3

16.3

15.1

22.7

8.3

12.7

8.9

12.4

17.5

16.5

12.5

5.4

6.8

10.1

7.6

6.0

4.5

28.0

48.4

32.6

19.9
13.9

17.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

計(n=2792)

＜メンタルヘルス：再発の状況＞

ほとんど（９割）が再発を繰り返している(n=192)

７～８割程度が再発を繰り返している(n=129)

半分程度が再発を繰り返している(n=251)

２～３割が再発を繰り返している(n=352)

ほとんど再発はない(n=623)

０％ ０％超～２０％以下 ２０％超～４０％以下 ４０％超～６０％以下 ６０％超～８０％以下 ８０％超～１００％

図表24　過去３年間でのメンタルヘルスの休職者の退職率（単位＝％）

※�病気休職制度がある企業で過去 3年間にメンタルヘルスの病気休職の新規利用がある企業を対象に、新規利用人数に占める退職
者数の比率を算出。
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る
」「
休
職
を
経
て
復
職
後
、
し
ば
ら
く
勤
務

し
た
後
に
退
職
し
て
い
る
」「
休
職
を
せ
ず
に

退
職
し
て
い
る
」
の
合
計
）
の
割
合
は
、「
メ

ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
」
が
二
七
・
〇
％
で
も
っ
と

も
高
い
。

継
続
就
業
の
パ
タ
ー
ン
の
詳
細
に
着
目
す

る
と
、「
休
職
を
経
て
通
院
治
療
を
し
な
が
ら

働
き
続
け
て
い
る
」
は
、「
が
ん
」
が
六
〇
・

一
％
と
割
合
が
も
っ
と
も
高
く
、
次
い
で
、

「
脳
血
管
疾
患
」「
心
疾
患
」
な
ど
と
な
っ
て

い
る
。「
休

職
を
せ
ず
に

退
職
し
て
い

る
」
は
「
難
病
」
で
六
・
三
％
と
も
っ
と
も

高
く
、
次
い
で
「
脳
血
管
疾
患
」「
Ｂ
型
肝
炎

も
し
く
は
Ｃ
型
肝
炎
」
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

「
休
職
期
間
中
（
も
し
く
は
復
職
直
後
）
に

退
職
し
て
い
る
」「
休
職
を
経
て
復
職
後
、
し

ば
ら
く
勤
務
し
た
後
に
退
職
し
て
い
る
」
の

割
合
は
、「
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
」
で
も
っ
と
も

高
い
。「
休
職
を
せ
ず
に
通
院
治
療
等
を
し

な
が
ら
働
き
続
け
て
い
る
」
は
、「
糖
尿
病
・

高
血
圧
等
の
生
活
習
慣
病
」
が
六
一
・
六
％

と
も
っ
と
も
高
く
、
次
い
で
、「
Ｂ
型
肝
炎
も

し
く
は
Ｃ
型
肝
炎
」（
三
二
・
二
％
）、「
そ
の

他
の
身
体
疾
患
」（
二
八
・
二
％
）、「
心
疾
患
」

（
二
七
・
九
％
）
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

他
方
、
非
正
社
員
の
場
合
、「
退
職
・
計
」

の
割
合
は
、「
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
」
が
四
六
・

〇
％
で
も
っ
と
も
高
く
、
次
い
で
「
脳
血
管

疾
患
」「
難
病
」「
が
ん
」
な
ど
も
四
割
程
度
あ

る
。正

社
員
と
非
正
社
員
を
比
較
す
る
と
、「
退

職
・
計
」
の
割
合
は
い
ず
れ
の
疾
病
も
非
正

社
員
の
ほ
う
が
高
く
な
っ
て
お
り
、
と
く
に

「
休
職
を
せ
ず
に
退
職
し
て
い
る
」
の
割
合

は
、
各
疾
病
で
正
社
員
に
比
べ
非
正
社
員
の

ほ
う
が
高
い
（
図
表
25
）。

疾
病
対
策
と
課
題

今
後
三
年
間
程
度
で
み
た
疾
病
へ
の
対
策

を
経
営
・
労
務
管
理
上
の
重
要
課
題
と
考
え

る
か
に
つ
い
て
は
、「
重
要
」（「
最
重
要
課

題
」「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
重
要
課
題
」
の
合

計
）
と
す
る
割
合
が
「
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
」

で
七
二
・
二
％
と
も
っ
と
も
高
く
な
っ
て
お

り
、
次
い
で
「
糖
尿
病
・
高
血
圧
等
の
生
活

習
慣
病
」「
が
ん
」「
心
疾
患
」
な
ど
と
な
っ
て

い
る
。「
非
重
要
」（「
重
要
課
題
で
は
な
い
」

「
あ
ま
り
重
要
課
題
で
は
な
い
」
の
合
計
）

の
割
合
が
高
い
の
は
「
難
病
」「
Ｂ
型
肝
炎
も

し
く
は
Ｃ
型
肝
炎
」
な
ど
で
あ
る
（
図
表
26
）。

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
や
そ
の
他
の
身
体
疾
患

の
治
療
と
仕
事
を
両
立
さ
せ
る
た
め
の
課
題

で
も
っ
と
も
多
か
っ
た
の
は
、「
休
職
者
の
復

帰
後
の
仕
事
の
与
え
方
、
配
置
」
で
五
五
・

六
％
と
な
っ
て
お
り
、
次
い
で
、「
代
替
要
員

の
確
保
が
困
難
」「
再
発
防
止
」「
休
業
期
間
中

の
給
与
の
保
障
が
困
難
」
な
ど
と
な
っ
て
い

休
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が
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働
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続

け
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い
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は

休

職

復
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し

て

い

る
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0.720.371.57.95.35.010.312.50.358092スルヘルタンメ）ａ（

7.023.979.46.217.34.66.017.11.068612んが）ｂ（

（ｃ）Ｂ型肝炎もしくはＣ型肝炎 674 54.3 1.6 3.1 2.4 4.3 32.2 2.1 90.2 9.8

4.226.770.39.218.56.40.219.17.955801患疾管血脳）ｄ（

1.019.988.19.722.35.34.32.10.954611患疾心）ｅ（

（ｆ）糖尿病・高血圧等の生活習慣病 2219 33.0 0.7 1.2 1.3 1.2 61.6 1.0 96.3 3.7

4.226.771.51.223.65.56.017.08.94747病難）ｇ（

（ｈ）その他の身体疾患 1910 56.2 6.8 2.9 2.9 1.6 28.2 1.4 92.6 7.4

0.640.456.24.417.225.88.417.14.53169スルヘルタンメ）ａ（

0.930.162.33.312.023.75.113.12.34178んが）ｂ（

（ｃ）Ｂ型肝炎もしくはＣ型肝炎 348 38.8 1.1 5.7 3.4 23.6 25.0 2.3 67.2 32.8

7.243.758.28.417.724.35.114.13.83494患疾管血脳）ｄ（

9.921.072.22.624.022.34.67.09.04535患疾心）ｅ（

（ｆ）糖尿病・高血圧等の生活習慣病 1072 26.2 0.4 2.1 1.5 7.0 61.6 1.2 89.4 10.6

7.043.958.26.124.829.34.83.06.43653病難）ｇ（

（ｈ）その他の身体疾患 988 42.3 5.2 3.4 3.0 12.3 32.1 1.6 81.2 18.8

n

職退・業就続継ンータパの業就続継

正

社

員

非

正

社

員

図表25　メンタルヘルスや私傷病に罹患した社員が出た場合の継続就業の状況のパターン（単位＝％）

※�正社員は「当該疾病者を把握していないのでわからない」及び無回答を除き集計。非正社員は「非正社員がいない」「当該疾病を把
握していないのでわからない」及び無回答を除き集計。「継続就業・計」は「休職を経て通院治療をしながら働き続けている」「休職
を経て通院治療をせずに働き続けている」「休職をせずに通院治療等をしながら働き続けている」「長期の休職または休職、復職を繰
り返している」の合計。「退職・計」は「休職期間中（もしくは復職直後）に退職している」「休職を経て復職後、しばらく勤務した
後に退職している」「休職をせずに退職している」の合計。
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最重要課題 どちらかといえば重要課題 あまり重要課題ではない 重要課題ではない 無回答

図表26　今後３年程度でみた、疾病対策の経営・労務管理上の重要課題



最近の調査結果から
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る
。こ

れ
を
正
社
員
規
模
別
に
み
る
と
、「
休
職

者
の
復
帰
後
の
仕
事
の
与
え
方
、
配
置
」「
再

発
防
止
」「
上
司
・
同
僚
の
理
解
が
困
難
」
は

規
模
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
高
ま
る
傾
向
に
あ

り
、「
休
業
期
間
中
の
給
与
の
保
障
が
困
難
」

「
代
替
要
員
の
確
保
が
困
難
」「
両
立

施
策
の
整
備
方
法
が
わ
か
ら
な
い
」

は
規
模
が
小
さ
く
な
る
ほ
ど
高
く
な

っ
て
い
る
（
図
表
27
）。
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の

が
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し
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病

に

か

か

わ
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人

情

報
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困

難

再

発
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止

両

立

施

策

の

整

備

方

法

が

わ

か

ら

な

い

両

立

支

援

に

関

す

る

教

育

・

研

修

そ

の

他

無

回

答

6.92.12.414.81.937.411.58.013.026.556.250.72.70.934095計

＜正社員規模＞

４９人以下 1261 46.1 8.6 7.9 54.3 46.4 15.3 9.4 3.8 14.0 30.8 9.1 12.9 1.4 12.5

５０～９９人 2185 40.9 7.8 7.4 53.9 53.0 18.8 9.8 4.8 16.1 35.3 8.5 12.8 1.0 9.5

１００～２９９人 1565 35.9 6.1 5.6 52.3 61.4 23.1 11.8 6.5 14.8 45.7 9.1 17.1 1.3 7.3

３００～９９９人 427 24.4 4.9 9.6 46.6 74.0 32.6 17.8 5.2 11.7 57.6 6.6 17.8 1.4 4.4

１０００人以上 129 15.5 4.7 7.8 38.8 82.9 27.1 10.9 4.7 4.7 65.9 1.6 10.9 2.3 3.9

図表27　治療と仕事の両立をさせるための課題（単位＝％）
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［
注
］

１　

調
査
票
で
は
、「「
傷
病
手
当
金
」
と
は
、

健
康
保
険
法
に
よ
り
、
四
日
目
以
降
、
最
長

一
八
カ
月（
一
年
六
カ
月
）
に
わ
た
り
約
三

分
の
二
の
給
与
が
補
償
さ
れ
る
制
度
で
す
。

「
傷
病
手
当
付
加
金
」
と
は
、
貴
社
の
健
保

が
健
康
保
険
組
合
で
あ
る
場
合
に
支
給
さ
れ

る
可
能
性
の
あ
る
も
の
で
す（
共
済
か
ら
の

手
当
金
を
含
む
）。
支
給
割
合
は
、「
傷
病
手

当
金
」
と
は
別
に
一
割
～
二
割
五
分
程
度
で

す
」
と
注
を
入
れ
て
い
る
。

２　

調
査
票
で
は
、
月
例
賃
金
の
支
給
は
、
時

間
外
手
当
や
賞
与
を
除
き
、
定
期
的
に
支
給

さ
れ
る
給
与
を「
一
〇
〇
」
と
し
て
、
休
職

後
の
期
間
ご
と
の
割
合
に
つ
い
て
選
択
肢
で

尋
ね
て
い
る（
各
期
間
内
に
複
数
回
、
割
合

が
変
動
す
る
場
合
は
、
低
い
割
合
を
選
択
す

る
よ
う
指
示
）。

３　

調
査
で
は
、
過
去
三
年
間
に
病
気
休
職
制

度
を
新
規
に
利
用
し
た
人
数（
新
規
利
用
人

数
）
を
尋
ね
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
非
正
社

員
の
有
無
及
び
人
数
に
つ
い
て
も
聴
い
て
い

る
。
図
表
20
の
非
正
社
員
の
数
値
は
、
休
職

者
が
そ
も
そ
も
い
な
い
場
合
及
び
、
非
正
社

員
で
の
休
職
者
が「
い
な
い
」
場
合
を「
０
」

と
置
き
換
え
て
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。

４　

調
査
票
上
、
病
気
に
よ
る
退
職
と
定
年
等

雇
用
契
約
期
間
の
終
了
に
よ
る
退
職
と
を
分

け
て
い
な
い
た
め
、
退
職
に
は
、
定
年
等
雇

用
契
約
期
間
の
終
了
に
よ
る
退
職
が
含
ま
れ

る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
留
意
。

（
奥
田
栄
二
）


